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台
風
15
号
な
ど
で
被
害
の
あ
っ
た
世
帯
に
義
援
金
を
配
分

　
台
風
15
号
か
ら
10
月
25
日
の
大
雨
ま
で
の
一
連
の
災
害
で
、住
家
が
一
部
損

壊
以
上
の
被
害
に
あ
っ
た
世
帯
に
対
し
、災
害
義
援
金
を
配
分
し
ま
す
。配
分

額
は
半
壊
15
万
円
、一
部
損
壊
1
万
円
な
ど
と
な
り
ま
す
。店
舗
や
倉
庫
な
ど
の

住
家
で
は
な
い
建
物
は
対
象
外
で
す
。申
請
書･

り
災
証
明
書
の
コ
ピ
ー
を

〒
２
７
６

－

８
５
０
１
市
役
所
健
康
福
祉
課
へ
持
参
ま
た
は
郵
送
し
て
く
だ
さ

い
。申
請
書
は
健
康
福
祉
課
で
配
布
。市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。り
災
証
明
書
は
危
機
管
理
課
で
発
行
し
て
い
ま
す
。詳
し
く
は
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
健
康
福
祉
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
（
健
康
福
祉
課
）

防
災
無
線
の
デ
ジ
タ
ル
化
再
整
備
工
事
を
行
い
ま
す

　
災
害
時
等
の
情
報
伝
達
手
段
で
あ
る
防
災
無
線
の
デ
ジ
タ
ル
化
再
整
備
工
事

を
１
月
か
ら
３
月
に
か
け
て
行
い
ま
す
。
工
事
中
は
、
防
災
無
線
が
聞
こ
え
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、「
や
ち
よ
情
報
メ
ー
ル
」
や
「
自
動
電
話
応
答
サ
ー

ビ
ス
０
１
２
０（
９
７
０
）９
１
１
」
を
利
用
し
て
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
や
ち
よ
情
報
メ
ー
ル
」
の
登
録
は
、
下
記
の
コ
ー
ド
を
読
み
取
る
か

yachiyo@
sg-m

.jp

に
空
メ
ー
ル
を
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

登
録
案
内
の
メ
ー
ル
が
届
き
ま
す
の
で
、
確
認
し
て
登
録
を

お
願
い
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

（
危
機
管
理
課
）

災
害
時
協
力
井
戸
の
登
録
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
地
震
災
害
で
水
道
施
設
が
被
災
し
た
と
き
、
住
民
に
水
を
提
供
で
き
る
井
戸

の
所
有
者
を
募
集
し
ま
す
。電
動･

手
動
ポ
ン
プ
な
ど
の
形
態
は
問
い
ま
せ
ん
。　

　
▼
登
録
条
件　
①
所
有
者
や
管
理
者
が
日
常
的
に
井
戸
を
使
用
し
、
今
後
も

引
き
続
き
使
用
す
る
予
定
で
あ
る
、②
災
害
時
に
付
近
住
民
に
水
を
提
供
で
き
、

利
用
し
や
す
い
場
所
に
あ
る
、③
飲
用
水
や
生
活
用
水
に
使
用
で
き
る
水
質
で
、

適
切
な
維
持
管
理
が
さ
れ
て
い
る
、④
以
前
に
申
し
込
み
か
登
録
を
し
た
人
で
、

水
質
検
査
結
果
が
不
適
合
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
水
質
検
査
結
果
が
適
合
で
あ

る
（
検
査
結
果
の
写
し
が
必
要
）

　
▼
登
録
申
請　
２
年
１
月
15
日
㈬
ま
で
に
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
電
話

で
危
機
管
理
課
（
４
８
３
）１
１
５
１
へ
。
市
内
災
害
時
協
力
井
戸
の
分
布
状

況
や
申
し
込
み
件
数
な
ど
に
よ
り
、
全
て
の
井
戸
で
検
査
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
申
請
後
、
現
地
調
査
と
11
項
目
の
水
質
検
査
を
行
い
、
検
査
結
果
が

適
合
で
あ
れ
ば
、
災
害
時
協
力
井
戸
と
し
て
登
録
し
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
所

在
地
と
氏
名
を
掲
載
し
ま
す
。

（
危
機
管
理
課
）

八
千
代
歌
壇
と
や
ち
よ
川
柳
の
作
品

　
毎
月
15
日
号
の
広
報
や
ち
よ
に
掲
載
し
て
い
る
八
千
代
歌
壇
と
、
や
ち
よ
川

柳
の
作
品
を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。
は
が
き
に
、
未
発
表
の
短
歌
（
三
首
ま

で
）
ま
た
は
川
柳
（
二
句
ま
で
）、
住
所
、
氏
名
を
書
き
、
〒
２
７
６

－

８
５

０
１
市
役
所
広
報
広
聴
課
へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
締
め
切
り
は
毎
月
月
末
。
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　「八千代市人事行政の運営等の状況の公表に関する条
例」に基づき、市職員の任免や、給与の状況、勤務条件
などの概要を公表します。人事行政の運営等の状況

⒈ 市職員の給与などの状況

③人件費削減措置 31年４月１日現在

一　般　職
実施期間 31年４月～令和２年３月
管理職手当の削減 ８級職員10%

一般職の給料の削減 ４級職員１％、５級職員２％、６級職員2.5％、
７級職員８％、８級職員8.5％

⑤職員の初任給 一般行政職 31年４月１日現在

八千代市 千葉県 国

大学卒 18万7,200円 18万7,200円
総合職　18万5,200円
一般職　18万　700円

高校卒 15万3,000円 15万3,000円 一般職　14万8,600円

扶養手当
子以外の扶養親族 6,500円（8級職員は3,500円）
子 １万円
16歳～22歳の子 １人につき5,000円加算

住居手当
借家 家賃の額に応じて支給。家賃１万2,000円を超える場合に限る。上限２万7,000円
持家 手当なし。平成26年度廃止

通勤手当
電車・バスでの通勤 ６か月定期券等の価額による支給を基本として全額支給
乗用車等での通勤 使用距離などに応じて 3,980円～３万9,430円を支給

地域手当
給料、扶養手当、管理職手当の合計額の10％
対象者 1,375人
１人当たり平均支給年額 35万3,249円（30年度決算）

⑧職員手当 31年４月１日現在

●毎月支給

①人件費 30年度普通会計決算・人口は31年３月31日現在

住民基本台帳人口 19万8,965人

歳出額（A） 548億4,534万円

実質収支 14億9,742万円

人件費（B） 109億3,251万円

人件費率（B/A） 19.9%

29年度の人件費率 20.7%

　普通会計とは、一般会計と墓地事業特別会計を合わせたものです。実
質収支とは歳入から歳出と翌年度に繰り越すべき財源を除いた額です。
人件費に含まれる経費は、議員や非常勤職員等の報酬、特別職や一般職
の給料、職員手当など。

区分
一般行政職 技能労務職

大学卒 高校卒 高校卒 中学卒
経験年数10年 26万5,094円 21万8,200円

該当なし　　　　15年 30万8,964円 25万8,900円
　　　　20年 36万7,998円 該当なし

⑥職員の経験年数別・学歴別平均給料月額 31年４月１日現在

　31年４月１日に区分の経験年数に達した職員がいない場合は「該当なし」。

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級
合計標準的な

職務内容
主事
技師

主事
技師

主任主事
主任技師 主査補 主査 副主幹 課長

室長
部局長
次長

職員数 57人 131人 162人 53人 73人 59人 63人 27人 625人
構成比 9.1% 21.0% 25.9% 8.5% 11.7% 9.4% 10.1% 4.3% 100.0%
　1年前 12.0% 21.7% 22.9% 6.7% 12.4% 9.8% 10.6% 3.9% 100.0%
　5年前 14.3% 27.5% 10.2% 6.5% 15.8% 10.7% 10.9% 4.1% 100.0%

⑦一般行政職の級別職員数 31年４月１日現在

　給与条例に基づく給料表の級区分による職員数。標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当す
る代表的な職名。

職員全体に占める手当支給職員の割合（30年度） 37.2%
支給対象職員1人当たり平均支給年額（30年度決算） ３万9,543円
手当の種類（手当数）　31年4月1日現在 19種

特殊勤務手当

30年度 29年度
支給実績（決算額） ４億7,263万円 ４億7,267万円
職員１人当たり平均支給年額 38万円 38万円

●勤務実績に応じて支給
時間外勤務手当

　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４
月１日現在の総職員数（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く）で
あり、短時間勤務職員を含みます。

②職員給与費 30年度普通会計決算・職員数は30年４月１日現在

職員数（A） 1,206人

給料 43億8,153万円

職員手当 14億1,642万円

期末・勤勉手当 19億   347万円

給与費計（B） 77億   142万円

１人当たり給与費（B/A） 639万円

　職員手当とは扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、地域手
当、管理職手当、時間外勤務手当などで、退職手当は含みません。

④職員の平均給料月額及び平均年齢 31年４月１日現在

一般行政職 技能労務職
平均給料月額 30万2,739円 36万3,681円
平均年齢 39歳 52.8歳

　一般行政職は税務職、医療技術職、看護・保健職、福祉職、消防職、
企業職、清掃職員、学校給食員、その他技能労務職、小・中学校教育職、
その他教育職以外の職員。

（1）給与


